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糟屋中南部地域広域連携プロジェクト推進会議「かすやを学ぶ健康ウォーキングプロジェクト」
　

宇
美
町
は『
魏
志
倭
人
伝
』
に「
不
彌
国（
ふ
み
こ
く
）」
と
い
う
地
名
で
紹
介
さ

れ
、
日
本
書
紀
や
古
事
記
に
も
そ
の
名
が
登
場
す
る
な
ど
歴
史
の
あ
る
町
で
す
。

古
の
ロ
マ
ン
香
る
宇
美
町
の
文
化
財
を
学
芸
員
と
一
緒
に
散
策
し
ま
せ
ん
か
。

あ
る
こ
う
。

み
つ
け
よ
う
。

ま
ち
の
魅
力
。

ふ
み
の
里
を
め
ぐ
る

宇
美

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

ゆっ
　くり

♪

参加
無料
※要事前申込

定員50名
※先着順

宇美八幡宮～宇美公園～光正寺古墳～小林酒造本店
（酒蔵見学）

ウォーキング ･ルート　＜往復約３．５㎞＞

◆日時 ３月31日（土）９時～12 時半 ※小雨決行

◆集合場所 宇美町立歴史民俗資料館（８時 50 分集合）
※車でお越しの方は、宇美町役場駐車場をご利用ください。

◆申込方法 電話、または電子メールで、参加者全員の氏名、住所、生
年月日、電話番号をお伝えください。
※電話申込受付時間＜月～金（祝日を除く）＞９時～17時

◆申込期限 ３月 15 日（木）　17 時まで

◆申込・問い合わせ 総合政策経営課（担当：大神、松田）

℡９３４ー２２４７／Ｅメール seikei@town.umi.lg.jp

※万一事故が発生した場合には、主催者が加入する保険の範囲内及び緊急処置以外の責任は負

　いませんので、あらかじめご了承ください。

※天候により、歴史民俗資料館案内、小林酒造本店見学のみとさせていただく場合があります。

※小林酒造本店ではお酒の試飲ができます。（未成年者、運転者は試飲できません）

■主催　糟屋中南部地域広域連携プロジェクト推進会議（宇美町、粕屋町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、福岡県）

■協力　宇美八幡宮、㈱小林酒造本店
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糟屋中南部地域広域連携プロジェクト推進会議「交流農園プロジェクト」

姫

フ
ァ
ー
ム
体
験
農
園
入
園
者

募
集
説
明
会
の
ご
案
内

　

農
業
体
験
農
園
は
、
農
家
（
園

主
）
が
開
設
し
、
耕
作
を
主
導
、
経

営
・
管
理
し
な
が
ら
入
園
者
に
野

菜
づ
く
り
を
体
験
し
て
い
た
だ
く
、

従
来
の
貸
し
農
園
と
は
異
な
る
新

し
い
農
園
で
す
。
入
園
者
は
年
間

利
用
料
を
支
払
い
、
園
主
の
指
導

の
も
と
、
年
間
を
通
じ
た
作
付
計

画
・
栽
培
計
画
に
従
っ
て
、
種
ま

き
や
苗
の
植
付
け
か
ら
収
穫
ま
で

を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

体
験
期
間
は
、
平
成
24
年
４
月

か
ら
翌
年
２
月
末
ま
で
で
す
。

※
１
年
ご
と
の
契
約
で
す
。

　

年
間
利
用
料
は
、
４
万
円（
入
園

料
と
収
穫
予
定
作
物
の
代
金
を
含

む
）で
す
。

　

入
園
説
明
会
を
下
記
の
日
程
で

開
催
い
た
し
ま
す
。

　

事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す

の
で
、
直
接
農
園
主
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆説明会開催日

３月11日（日）10時～（１時間半程度）

◆開催場所

姫　ファーム体験農園

宇美町井野

西鉄バス「井野本村」から徒歩２分

◆申込・問い合わせ

園主：姫島　満男（ひめしま　みつお）

℡０９０－１５１９－８２４５

糟屋中南部地域広域連合プロジェクト推進会議の取り組みについては、

「かすや漫遊ガイド」http://kasuya-chunanbu.jp/ をご覧ください。

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
が
カ
ー
ド
化
さ
れ
ま
す

　

平
成
24
年
４
月
１
日
の
更
新
か
ら
、
こ

れ
ま
で
世
帯
ご
と
に
発
行
さ
れ
て
い
た
被

保
険
者
証
が
カ
ー
ド
化
さ
れ
、
１
人
に
１

枚
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
新
し
い
被
保
険
者
証
は
３
月

中
旬
～
下
旬
に
、簡
易
書
留
郵
便

で
世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す

　

郵
送
さ
れ
る
封
筒
の
中
に
、
左
の
図
の

よ
う
な
か
た
ち
で
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、

台
紙
か
ら
は
が
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

（
保
険
証
の
部
分
に
は
色
が
つ
い
て
い
ま
す
）

新しい被保険者証
＜表面＞　青竹色

お手続きの際は…
住所変更などのお手続きの際は、交付さ

れている世帯全員分の国民健康保険証を

お持ちください。

＜裏面＞　白色

臓器提供に関する意思表示欄について
被保険者証の裏面に意思表示欄を設けています。

意思表示の記入にご協力ください。

意思表示欄保護シールが貼り付けてありますので、シール

をはがして記入した後、また貼り付けて使用してください。

※名刺サイズで小さくなりますので、紛失に十分注意のう

　え、大切に保管してください。

※70歳以上の方に交付する「高齢受給者証」の様式は変更あ

　りません。

視聴覚室

多目的ホール

会議室１

会議室２

会議室３

講習室１

講習室２

講習室３

多目的室１

多目的室２

料理実習室

軽運動室

大ホール

栄養指導実習室

保健指導室

多目的１

多目的２

検査室１

検査室２

種類 区分 単位 旧料金 新料金 備考

健

康

福

祉

施

設

300円

300円

300円

300円

300円

400円

500円

300円

600円

600円

1,100円

500円

400円

700円

1,300円

400円

300円

100円

100円

200円

200円

200円

200円

100円

200円

400円

200円

400円

400円

900円

500円

400円

600円

1,200円

400円

300円

100円

100円

１時間

１時間

大ホールをスライディングドア等で仕切って利
用する場合の１室ごとの使用料は、規定使用料
金の２分の１の額とする。

宇美町働く婦人の家

宇美町健康福祉センター

【備考】
１：利用単位に定める利用時間に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
２：使用料の額に 100円未満の端数が生じるときは、これを切り下げて計算する。
３：町内及び町外の区分があるものを除き、町外者が利用する場合の使用料の額は、本表の２倍の額とする。
４：営利目的として使用する場合の使用料の額は、本表の５倍の額とする。
５：施設に附帯する倉庫を利用する場合または施設に倉庫を設置した場合（許可を受けた場合に限る）の使用料は、１㎡ 当たり年間 1,000
　　円を徴収する。当該使用料は、別に定める期限に支払わなければならない。

保険証

【宛名】

〒○○○ー○○○○

宇美町△△△△△ー△

宇美　太郎様

【問い合わせ】住民課国保年金係　℡９３４ー２２４１

〕〔

【
こ
の
記
事
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
】
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